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令和６年６月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和６年６月１０日午前９時００分農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

  

 

     １番  佐々木 定 廣     ９番  髙 橋 一 平 

２番  継 田 竜 也    １０番  深 沢   靖 

３番  高 橋 広 樹    １１番  齋 藤 美由木 

４番  奥 山 秀 治    １２番  髙 橋 国 広 

５番  小 西 嘉 之    １３番   佐々木 竜 孝 

６番  深 田 秋 彦    １５番  髙 橋 秀 行 

  ７番  山 田 貞 子    １６番  細 井 千代文 

 ８番  髙 橋 孝 人    １７番  髙 橋 正 尚 

    

    

 

 

 

 

                 本会委員出席者  １６名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

１４番   加  藤 堅之助 

 

欠席者   １名 
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１． 出席事務局職員 

 

局  長           佐々木 龍 悦 

庶務班長兼農地調整班長    髙 橋 絹 子 

 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １ 議事録署名員の指名について 

第 ２ 議案第２８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    第 ３ 議案第２９号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の 

               決定について 

第 ４ 議案第３０号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の 

決定について（農地中間管理権の取得） 

第 ５ 議案第３１号 農地転用事業計画変更の承認について 

第 ６ 議案第３２号  美郷農業振興地域整備計画変更（案）に対する意見につ 

               いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前９時３３分本委員会の閉会を告げた。 
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令和６年６月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和６年６月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午前９時００分 

  

４．閉     会     午前９時３３分 

 

５．議事録署名委員     ５番 小 西 嘉 之 

６番 深 田 秋 彦 

   

 

●議  長 それでは、ただ今から令和６年第６回農業委員会総会を開会いたします。 

ただ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、５番、小西委員、６番、

深田委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第２８号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第２８号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２８号、申請番号３１番から申請番号３４番について議案書をも

とに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

     申請番号３１番、千畑地区の畑１筆、３５８㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。当該地は以前から受人が借りて耕作しておりましたが、面

積要件が撤廃されたため売買するものです。売買価格は総額○○○円です。 

申請番号３２番、千畑地区の畑１筆、１８１㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。渡人は県外在住のため、農地を手放したく、売買するもの

です。受人は、当該地に隣接する住宅及び宅地と同時に取得し、町外から先

月末に転入いたしました。売買価格は総額○○○円です。 

続きまして、使用貸借権です。 

申請番号３３番、千畑地区の田２０筆、２０，９０３㎡、渡人は公益社団法

人秋田県農業公社、受人は○○○さんです。５月総会で○○○さんが秋田県

農業公社へ売買した公社特例事業によるものです。受人は１０年分割で地代

を支払った後、秋田県農業公社から受人へ所有権が移る予定です。 

申請番号３４番、仙南地区の田２筆、８，１８７平方メートル、渡人は公益
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社団法人秋田県農業公社、受人は○○○さんです。５月総会で○○○さんが

秋田県農業公社へ売買した公社特例事業によるものです。受人は１０年分割

で地代を支払った後、秋田県農業公社から受人へ所有権が移る予定です。 

申請番号３１番から３４番までの４件の申請内容につきましては、農地法第

３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしているも

のと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第２８号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号３１番から申請番号３４番までについて質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３１番から申請番号３４番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３１番から申請番号３４番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第２、議案第２８号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第３、議案第２９号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第２９号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２９号、申請番号７３番から申請番号７８番までについて議案書

をもとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

      申請番号７３番、千畑地区の田４筆、畑１筆、計４，０１６㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。圃場整備事業に伴う集積のためです。売買

価格は１０ａあたり○○○円で、引き渡し時期は６月３０日を予定しており

ます。受人の経営状況につきましては、資料１ページのとおりです。受人は

農機具一式を所有しております。 

以下３件の受け手は○○○さんです。 

この農地は３人の所有者の合作地となっており、近隣で耕作している受人へ

売買するものです。 

申請番号７４番、千畑地区の田２筆、３，６０９㎡、渡人は○○○さんです。

渡人は町外に居住しており、農地を手放したいため売買するものです。 

 売買価格は総額○○○円で、引き渡し時期は６月３０日を予定しております。

受人の経営状況につきましては、資料２ページのとおりです。受人は農機具

一式を所有しております。 

申請番号７５番、千畑地区の田１筆、１，３２９㎡、渡人は○○○さんです。

渡人は県外在住のため、農地を手放したく受人へ譲渡するものです。渡人の

希望により対価はありません。引き渡し時期は６月３０日を予定しておりま

す。受人の経営状況につきましては、申請番号７４番と同じです。 
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申請番号７６番、千畑地区の田１筆、５７０㎡、渡人は○○○さんです。渡

人の父親が昨年亡くなり、耕作できなくなったため、合作地の申請番号７４

番、７５番と同時期に売買するものです。売買価格は総額○○○円で、引き

渡し時期は６月３０日を予定しております。受人の経営状況につきましては、

申請番号７４番と同じです。 

申請番号７７番、千畑地区の田２筆、２，９６１㎡、渡人は公益社団法人秋

田県農業公社、受人は○○○さんです。５月総会で、○○○さん、○○○さ

んから秋田県農業公社へ売買した案件です。即売りのため、今回受人へ売買

するものです。売買価格は総額○○○円で、引き渡し時期は８月１３日を予

定しております。受人の経営状況につきましては、資料３ページのとおりで

す。受人はトラクター、田植機、コンバインは所有、乾燥、籾摺りは委託し

ております。 

     続きまして貸借権設定です。 

申請番号７８番、千畑地区の田７筆、１３，１３３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。再設定です。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期

間は１０年間です。受人の経営状況につきましては、資料４ページのとおり

です。受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号７３番から申請番号７８番までの案件につきましては、旧農業経営

基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。

以上です。 

●議  長 議案第２９号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号７３番から申請番号７８番までについて質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号７３番から申請番号７８番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号７３番から申請番号７８番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長  よって日程第３、議案第２９号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 

●議  長 次に、日程第４、議案第３０号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について（農地中間管理権の取得）を上程し議題とします。

議案第３０号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第３０号、申請番号１０６番から申請番号１１５番について議案書

をもとに朗読、説明 】 

中間管理事業による貸借権設定です。 

 申請番号１０６番、千畑地区の田１筆、２，３１４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。 
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申請番号１０７番、六郷地区の田２筆、２，５５５㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１５年

間です。 

申請番号１０８番、六郷地区の田１４筆、１０，５６０．４７㎡、出し手は

○○○さん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、

期間は２０年間です。 

申請番号１０９番、六郷地区の田１筆、６７５㎡、出し手は○○○さん、受

け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年間

です。 

申請番号１１０番、六郷地区の田４筆、３，２４０㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は２０年

間です。 

申請番号１１１番、六郷地区の田２筆、８，００２㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。 

申請番号１１２番、千畑地区の田３筆、６，０８０㎡、出し手は○○○さん、 

受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。 

申請番号１１３番、千畑地区の田９筆、１０，５２７㎡、出し手は○○○さ

ん、受け手は○○○さんです。賃借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１

０年間です。 

申請番号１１４番、仙南地区の田１２筆、１３，７８９㎡、出し手は○○○

さん、受け手は○○○さんです。賃借料は総額○○○円で、期間は２０年間

です。 

申請番号１１５番、仙南地区の田５５筆、畑１筆、計８万１，１９８．２５

㎡、出し手は○○○さん、受け手は○○○さんです。使用貸借です。期間は

２０年間です。 

申請番号１０６番から１１５番までの１０件は、旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第３０号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号１０６番から申請番号１１５番までについて質疑を行います。質疑

ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１０６番から申請番号１１５番ま

でについては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０６番から申請番号１１５番ま

でについては原案のとおり決しました。 

●議  長 よって日程第４、議案第３０号については原案のとおり許可決定いたしま

す。 
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●議  長 次に、日程第５、議案第３１号農地転用事業計画変更の承認についてを上程

し議題とします。議案第３１号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第３１号、申請番号１番について議案書をもとに朗読、説明 】 

申請番号１番、六郷地区の畑２筆、５７２.０５㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。 

この案件は、令和３年に農地法第５条による転用許可がされたものですが、

所有権移転の後、コロナ渦の影響により、予定していた顧客が建設を中止し

てしまい、また、住宅建築全般の落ち込みにより、資材が高騰し、調達も難

しくなったことから、計画を遂行できなくなりました。 

今回、町内で建築塗装業を営んでいる業者が事業拡大に伴い、新事業所開設

のための土地を探していたところ、町内で必要な広さを確保できる当該地を

選定いたしましたので、所有者及び転用の目的に係る事業変更承認申請をす

るものです。面積は、プレハブ事務所３７．２６㎡、プレハブ倉庫１２．４

２㎡、単管組立車庫６０．００㎡、駐車スペース、通路、雪捨て場、緩衝地

４６２．３７㎡です。総事業費は○○○円で、全額自己資金です。用地取得

費は○○○円です。当該地は第３種農地で農地法施行規則第４４条第３号に

あります「都市計画法に規定する用途地域に定められる農地」に該当します。

この案件につきましては、１ページに位置図、２ページに配置図、３ページ

にプレハブカタログ、４ページに公図を添付しております。以上です。 

●議  長 議案第３１号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、転用ですので調査の報告をお願いします。 

１番委員 申請番号１番について調査のご報告をいたします。 

    ５月２４日、代理人の○○○に電話にて調査、確認いたしました。また、５

月２５日に受人の○○○さんへ調査したところ、周辺への影響等、何ら問題

がなかったことをご報告いたします。 

●議  長 申請番号１番の調査の報告が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

申請番号１番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午前９時１７分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午前９時１８分 

 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番については原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番については原案のとおり決し

ました。 

●議  長 よって日程第５、議案第３１号については原案のとおり計画変更を承認いた

します。 



8 

 

●議  長 次に、日程第６、議案第３２号美郷農業振興地域整備計画変更（案）に対す

る意見についてを上程し議題とします。 

 

●議  長 暫時休憩します。                                    午前９時１９分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午前９時２０分 

 

●議  長 それでは、議案第３２号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第３２号について議案書をもとに朗読 】 

●庶務班長 説明については、農政課からいたします。 

農政課職員 それでは、美郷農業振興地域整備計画変更（案）について説明させていただ

きます。 

始めに、資料 1ページをご覧ください。 

今回申請があったのは、除外案件が２件です。どちらも一般住宅用地とする

ことを目的としております。 

資料２ページから５ページにつきましては、県の事務取扱要領に基づき整備

したものを添付しております。 

まずは、申出番号１番について説明申し上げます。 

資料は、６ページから１１ページとなります。転用事業者は○○○さん、土

地所有者は、○○○さんの祖父である○○○さんでございます。 

変更申出地は、○○○、変更申請面積は４７６㎡、現況地目は田となってお

ります。転用事業者の○○○さんは、結婚を機に、現在の集合住宅に居住し

ておりますが、お子さんの誕生により、住宅が手狭となったことから、新た

な住宅の建築を希望されております。 

変更申出地は、町道と宅地に面しており、狭小な農地であることから、農地

の集団化や集積には支障がないと判断しております。また、分断される水路

や農地も存在しないため、土地改良施設の機能にも支障がないと判断してお

ります。変更申出地の位置図、見取図、航空写真、現況写真については、７

ページから１１ページに添付しております。申出番号１番についての説明は

以上となります。 

続きまして、申出番号２番について説明申し上げます。 

資料は、１２ページから１７ページとなります。転用事業者は○○○さん、

土地所有者は、○○○さんの父親である○○○さんでございます。 

変更申出地は、○○○、変更申請面積は３００㎡、現況地目は畑となってお

ります。 

転用事業者の○○○さんは、現在、ご実家に居住しておりますが、今年に入

りご結婚され、家族が増えたことと、今後お子さんの誕生も予定されており、

住宅がさらに手狭になると見込まれることから、新たな住宅の建築を希望さ

れております。 

変更申出地は、町道に面しており、狭小な農地であることから、農地の集団

化や集積には支障がないと判断しております。また、分断される水路や農地

も存在しないため、土地改良施設の機能にも支障がないと判断しております。
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変更申出地の位置図、見取図、航空写真、現況写真については、１３ページ

から１７ページに添付しております。申出番号２番についての説明は以上と

なります。 

 本日の案件は以上となります。ご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

●議  長 議案第３２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。 

議案第３２号について質疑を行います。質疑ございませんか。 

１７番委員 排水についてはどのようになりますか。 

農政課職員 申出番号１番については、合併浄化槽を設置する予定となっており、変更申

出地に隣接する水路に排水することとなります。 

申出番号２番については、変更申出地に隣接する農業集落排水に接続する予

定となっております。 

●議  長 ほかに質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第３２号についての意見の答申ですが、

原案のとおり許可相当と意見決定してもよろしいでしょうか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、日程第６、議案第３２号については、許可

相当の意見を附して答申いたします。 

●議  長 以上で本日の会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和６年第６回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午前９時３３分 



10 

 

上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和６年６月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  小  西  嘉  之 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  深  田  秋  彦 

 


